
様式第 2号の8(第 8条の4の 5関係)

併狙面l

産業廃棄物処理計画書

点 夕年 ι月/7日

札幌市長 様

提出者

住 所 〒007-0882

札幌市東区北丘テ
～
粂 丁目120

氏 名  有限会社 大瀧工業

聴 離 障

法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号   011776■ 010

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に関す
る計画を作成したので、提出しますЭ

事 業 場 の 名 称 有限会社 大瀧工業

事 業 場 の 所 在 地 札幌市東円 圧J絶久木4丁目120

計 画 期 間 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 総合工事業 土木工事業

② 事 業 の 規 模 売り上高 177,000千円    資本金400万円

③ 従 業 員 数 7人

がれき類→中間処理業者に委託し、再生砕石として再資源化

木くず→中間処理業者に委託し、燃料用チップとして再資源化

④ 期 の魂 の理 の

難
金属くず→現場で分別し、再生処理業者へ売却い再利用

建廃→中間処理業者に委託し、選別し、中間処理を終えたら最終処分

廃プラ→中間処理業者に委託し、フ
°
ラスチック原料として再資源化

(日本工業規格 A列 4番l



綽 2面l

産業廃棄物の処理に係る管理体需Wこ関する事項

産業廃棄物の排出の抑缶叫こ関する事項

【前年度 (  R6 年度)実績】
産業廃棄物 の種類 がれき類 木くず

り卜 出 量 4000t 190t

① 琲

(これまでに実施した醐⑪
・I法を改善し、排出量の減量に取り組ん危
。余分な廃棄物の排出を抑制し亀
。ノ刀
＼丹ll解体により再利用可能品をしつかり分け亀

【目標】

産業廃棄物 の種類 がれき類 木くず

」F 出 里 3600t 190t

② 計画

(今後実施する予定の磯ω

動 予融 り組み
。排出量の減量に努める

産業廃棄物の分別に関する事項

② 計画

吟後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する醐

動 千疋
~取
り細み

。混合廃棄物についても、可能な限り分別を実施し、ノ刀`男ll解体に努める。



俳穆面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑市中こ関する事項

【前年度 (   R6 年度)実績】
産業廃棄物 の種類 建廃 廃プラ

り, 出 量 70t 35t

① 琲

(これまでに実施した廟⑪
。工法を改善し、排出量の減量に取り組ん危
。余分な廃棄物の排出を抑制し亀
。ア刀`丹ll解体により再利用可能品をしつかり分け亀

【目標】

産業廃乗物の種類 建廃 廃プラ

JF 出 里 70t 35t

② 計画

(今後実施する予定の動

実施予定取り組み
・排出量の減量に努める

産業廃乗物のノ刀溺咄こ関する事項

② 計画

い後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分丹咄こ関する醐

実施予定取り組み

混合廃棄物についても、可能な限り分別を実施し、分別解体に努める。



彿 2面l

庁生業―
の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (   R6 年度)実績】
産業廃棄物の種類 金属くず

t'F 出 量 103t

① 球

(これまでに実施した廟ロ
。ノ刀`月ll解体により再利用可能品をしつ力ヽ りヽ分け亀

【目標】

産業廃棄物の種類 金属くず

」言 出 塁 100t t

② 計画

(今後実施する予定の醐

排出量の減量に努める。

産業廃棄物のノ刀月ヽ咄こ関する事項

② 計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する醐

実施予定取り組み
。混合廃棄物についても、可能な限り分別を実施し、ア刀月`ll解体に努める。



彿 3面)

自ら行う産業廃棄物の再生不ll用に関する事項

【前年度 (    年度)実績】
産業廃棄物の種類 がれき類 木くず

自ら再生利用を行った

産 業 廃 棄 物 の 量

(これまでに実施した曜⑬

① 球

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 木くず

自ら再生利用を行った

産 業 廃 棄 物 の 量

(今後実施する予定の醐

② 計画

自ら行う産業廃藻物の中間処理に関する事項

【前年度 (   年度)実績】
産業廃棄物 の種類 がれき類 木くず

自ら熱回収を行った

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

① 球 (これまでに実施した貌ロ

【目標】
産業廃棄物の種類 がれき類 木くず

自ら熱回収を行つた

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量② 計画

(今後実施する予定の卿



彿 4耐

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (   年度)実績】
産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産 業 廃 棄 物 の 量

(これまでに実施した醐

① 球

【目標】

産業廃棄物 の種類

自ら埋立処分又 は

海洋投入処分を行った

産 業 廃 棄 物 の 量

(今後実施する予定の醐
② 計画

産業廃乗物の処理の委託に関する事項

【前年度 (    R6 年度)実績】
産業廃棄物の種類 がれき類 木くず

全 処 理 委 託 量 4000t 190t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
138t 20t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

① 琲
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した醐
・委託基準に従って、必要な許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して

いる。
・契約の段階で、処理業者の処理方法を確認し、閣 ll用業者への処理委

託に努めている。



鶴黎面l

自ら行う声生業翻 Jの埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (    年度)実績】
産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又 は

海洋投入処分を行つた

産 業 廃 棄 物 の 量

t t

(これまでに実施した醐

① 殊

【目標】

産業廃棄物 の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産 業 廃 棄 物 の 量

t t

(今後実施する予定の廟⑬
② 計画

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (   R6 年度)実績】
産業廃棄物 の種類 建廃 廃プラ

全 処 理 委 託 量 70t 35t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
47t 17t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

① 球
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した醐



彿 4面 )

自ら行う期 の呻 又は海洋投夫地創こ関する類

【前年度 (   年度)実績】
産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産 業 廃 棄 物 の 量

t t

(これまでに実施した廟ω

① 殊

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産 業 廃 棄 物 の 量

t t

(今後実施する予定の廟0
② 計画

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (   R6 年度)実績】
産業廃棄物 の種類 金属くず
全 処 理 委 託 量 103t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
103t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

① 琲
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した廟①



併お面l

② 計画

【目標】
産業廃棄物 の種類 がれき類 木くず

全 処 理 委 託 量 3600t 190t

200t 50t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の醐
。再生利用が可能な産業廃棄物については、閣 IJ用業者へ委託する。

※事務処理欄



彿お面l

② 計画

【目標】
産業廃棄物の種類 鏃 廃プラ

全 処 理 委 託 量 70t 35t

50t 20t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の醐

※期



併%面l

② 計画

【目標】
産業廃棄物の種類 金属くず

全 処 理 委 託 量 100t t

100t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の醐

※期



俳お面l

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 徹年度完筒 、建設業の場合における元請け完成工事高 (前

年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度湘時点)等の業種に応じ事業規模がわかるような前年

度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理

の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、庁生業脚 Jの種類ごとに、自ら中間処理を行

うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによつ

て減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する期 の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入する

ほか、その内数として、優良認定処理業者 磋諜壌棄物の処理及び清掃に関する法律施行令委第 6条の11

第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生不ll用委託量、認定熱回収施設設置者 l脚勿の処

理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けため である夕_几理業者―の焼却処理委託量及び

認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、日標

及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項のすべてを記入することができないときは、当該欄に「男U紙のとおり」と

記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が3以上あると

きは、前年度実績及び目標の欄に 明町紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添

付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「下」記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。


